
　対象：　石綿などが使用されている建築物、工作物等の解体改修作業

　対象：　に従事する作業者全員に特別教育が義務付けられています。

　   石綿は２０世紀後半に海外から大量に輸入されその多くは建材として建物に使用され

　ました。しかし近年これらの建築物も老朽化による解体・改修工事が増加を続けておりま

　す。また、この作業に従事する労働者や近隣住民の石綿暴露を防止することは極めて

　重要な課題となっております。

　　今般令和２年７月１日に労働安全衛生法に基づく石綿則等の一部が改正され事業者は、

　石綿を含む建築物、工作物または、船舶の解体、改修工事等の作業に労働者を就かせる

　場合、石綿の有害性、作業方法、石綿の粉じんの発散を抑制するための措置、保護具の

　使用方法等について特別教育を行うことが義務付けられました。（労働安全衛生法

　第５９条３項・労働安全衛生規則第３６条第３７号・石綿障害防止法規則２７条第１項）

講 習 日 程 　令和５年９月５日（火）　１０月１８日（水）　１１月２４日（金）　１２月２１日（木）

　令和６年１月１６日（火）　２月６日（火）　３月１３日（水）

講 習 内 容 時　間

30分

60分

60分

50分

45分

10分

受 講 料 　１２，０００円（消費税込み）

講 習 場 所

　栃木県真岡市松山町26番4

　電話　0285-81-6656

フリーダイヤル　0120-972-533

　FAX　0285-81-6657

　ホームページ　http://www.jinkuri.co.jp/

石綿使用建築物等解体等業務特別教育

保護具の使用方法

昼　　休　　み

８：３０～９：００

９：００～１０：００

１０：０５～１１：０５

１１：１０～１２：００

１２：００～１２：４５

講　習　時　間 科　 　目

石綿の有害性

石綿の使用状況

石綿の粉じんの発散を抑制するための措置

１２：５５～１３：５５
その他石綿等のばく露の防止に関し必要な
事項

60分

１２：４５～１２：５５ 保護具の使用方法

http://www.jinkuri.co.jp/


＊太枠内を黒ボールペン(消せるボールペン、鉛筆は不可)ですべて記入して下さい。

＊修正液、修正テープは使用不可です。訂正は二重線でお願いします。

令和 年 月 日 令和 年 月 日

・人材開発支援助成金の利用 （　有　・　無　）

事業所番号

※助成金対象となる講習には、下記講習名の左側に「助」と記載しております

受講する講習に〇をつけて下さい 受講する講習に〇をつけて下さい

フルハーネス型墜落制止用器具使用の業務 タイヤの空気充てん

巻上げ機の運転の業務（ウインチ） 足場の組立て等作業従事者

小型車両系建設機械（整地等）の運転の業務 伐木等の業務（チェーンソー）

ローラーの運転の業務 透過写真撮影業務

高所作業車の運転の業務 産業用ロボット（教示等の業務）

クレーンの運転の業務 石綿使用建築物等解体等業務

アーク溶接等の業務 テールゲートリフターの操作業務（学科と実技）

粉じん作業

酸素欠乏・硫化水素危険作業

低圧電気取扱業務（開閉器の操作）

研削といしの取替え等の業務

職長教育 化学物質管理者講習

刈払機取扱作業者

丸のこ等作業従事者教育

職長能力向上教育（製造業等様向け）

フォークリフト運転業務従事者

玉掛け業務従事者

クレーン運転士安全衛生教育

車両系建設機械（整地等）運転業務従事者

〒 － 昭和　・　平成 年 日

－

－

〒 － －

－

●自動車運転免許証の写し(有効期限内)

●マイナンバーや本籍地記載のない住民票原本(６ヶ月以内)

●外国籍の方は、在留カードの写し(有効期限内)

人材開発支援助成金
（建設労働者技能実

習コース）

・助成金を利用する方は雇用保険適用事業所番号と保険料率を下記に記入下さい

保険料率
1000分の

※氏名、生年月日、有効期限、種類が分かるようにコピーして下さい。

助

チェーンソー以外の振動工具取扱者に対する振動障害
防止のための安全衛生教育

荷役運搬機械等によるはい作業従事者に対する安全教
育

助

安
全
衛
生
教
育
一
覧

安
全
衛
生
教
育
一
覧

助

助

助

助

実施管
理者印

確認者
印

－

FAX －

貼
付
位
置

本人確認書類　　下記●のいずれか一つを貼付 上記の通り受講申込み致します。

受講申込者は、本申込書を提出することで下記に同意した
ものとします。

記載事項に虚偽等がある場合、受講後と言えども法律に基づく
処罰があったり、修了証が無効となったりしても異議申し立て
は致しません。当社は、個人情報は講習の目的以外には使用せ
ず、取扱いには十分な管理を徹底しております。

★旧姓の併記をご希望の方は「旧姓を併記した住民票」の原本、もしくは「自動車運転免許

証」の写しを提出して下さい。通称の併記をご希望の方は「通称を記載した住⺠票」の原本

を提出して下さい。いずれも本籍地記載があるものは、黒塗りにして下さい。

ふりがな ふりがな

会社名 会社担当者名

所在地 連絡先
電　話

現住所

生年月日 月

連絡先
携　帯 －

FAX －

氏名

★

 併記を希望する氏名
又は通称名

助

ふりがな ふりがな

助

助

助

助

受講日 開始日 ～ 修了日
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助

助

特別教育・安全衛生教育受講申込書
2023.09改訂

受講
番号

修了証
番号

※本人確認書類に記載してある通りに記入下さい ※本人確認書類に記載してある通りに記入下さい


